
国立大学法人九州大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　役員の報酬は、当該役員の業績等を勘案し定めることとしており、期末特別手当（賞

与）において、総長は、国立大学法人評価委員会が行う前年度の業績評価の結果及び業

務に対する貢献度等を総合的に勘案して、期末特別手当の額を10/100の範囲内で増額又

は減額することができることとしている。

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２０年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

11,407 7,782 3,158 467 （地域手当） 9月30日

千円 千円 千円 千円

11,290 7,266 3,302
654
68

（地域手当）
（通勤手当） 10月1日

千円 千円 千円 千円

16,950 11,064 4,812
996
78

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

8,396 5,532 2,298
498
68

（地域手当）
（通勤手当） 9月30日

千円 千円 千円 千円

8,491 5,532 2,298
498
163

（地域手当）
（通勤手当） 9月30日

千円 千円 千円 千円

8,367 5,532 2,298
498
39

（地域手当）
（通勤手当） 9月30日

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

法人の長

法人の長

Ａ理事

Ｂ理事

Ｃ理事

Ｄ理事

　平成20年4月1日より、地域手当の支給割合を8%から9%に引き上げた。

　法人の長に同じ。

　非常勤役員手当の算出基礎に地域手当が含まれているため、平成20年4
月1日より、算出基礎の地域手当の支給割合を7%から9%に引き上げた。

　法人の長に同じ。

　非常勤役員手当の算出基礎に地域手当が含まれているため、平成20年4
月1日より、算出基礎の地域手当の支給割合を7%から9%に引き上げた。
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千円 千円 千円 千円

8,353 5,532 2,298
498
25

（地域手当）
（通勤手当） 9月30日

千円 千円 千円 千円

8,376 5,532 2,298
498
48

（地域手当）
（通勤手当） 9月30日

千円 千円 千円 千円

6,251 5,058 690
455
48

（地域手当）
（通勤手当） 10月1日

千円 千円 千円 千円

6,242 5,058 690
455
39

（地域手当）
（通勤手当） 10月1日

千円 千円 千円 千円

7,919 5,058 2,298
455
108

（地域手当）
（通勤手当） 10月1日

千円 千円 千円 千円

7,850 5,058 2,298
455
39

（地域手当）
（通勤手当） 10月1日

千円 千円 千円 千円

7,985 5,058 2,298
455
174

（地域手当）
（通勤手当） 10月1日

千円 千円 千円 千円

14,747 9,408 4,175
1,040

124
（地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

16,996 11,064 4,812
996
124

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,181 8,736 2,529
786
130

（地域手当）
（通勤手当） 4月1日

千円 千円 千円 千円

3,553 3,504 49 （通勤手当）

注１　「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する常勤の
　　役員に支給されているものである。
注２　「前職」欄の「◇」は、役員出向者（役員となるために、本府省課長・企画官相当職以上
　　で退職し、かつ、引き続き役員として在職する者）であることを示す。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

8,378 4 6 9月30日 1.025

千円 年 月

6,379
(58,561)

4
(36)

6
(6)

9月30日 1.025

千円 年 月

該当なし

注　理事Ａについては、役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を記載する
　とともに、括弧内に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄
　の括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

理事Ａ

監事

Ｂ監事
（非常勤）

文部科学省国立大学法人評
価委員会が行う業績評価及
び役員としての業績を総合
的に勘案して決定した

摘　　要

文部科学省国立大学法人評
価委員会が行う業績評価及
び役員としての業績を総合
的に勘案して決定した

法人での在職期間

法人の長

Ａ監事

Ｇ理事

Ｈ理事

Ｍ理事

Ｊ理事

Ｋ理事

Ｌ理事

Ｆ理事

Ｅ理事

Ⅰ理事
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

　平成20年4月1日改正
　　・勤勉手当原資を0.025月分引き上げ　0.725月→0.75月
　　・地域手当及び地域調整手当の支給割合を引き上げ
　　　    地域手当：8%→9%,14%→16%　地域調整手当:2%→3%

　　・広域異動手当の支給割合を引き上げ
          施設間の距離　60km以上300km未満：2%→3%

                        300km以上　　　　：4%→6%　

　平成20年10月1日改正
　　・管理職手当の改定
　　　　教職員が副学長を兼ねる場合は、106,900円の管理職手当を支給。また、研究院長
　　　または研究所長が副学長を兼ねる場合は管理職手当に50,000円の加算措置をする。

昇　　　　給

　１月１日に、前年の勤務成績に応じて、上位の号に昇給させることがで
きる。昇給の号数は、５段階の区分を設け、１号～7号としている（５５歳以
上の職員については、昇給号数を抑制する。）。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

賞与：勤勉手当
（査定分）

制度の内容

　６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職
員及び基準日前１月以内に退職した職員に対し、基準日以前６月以内の
期間におけるその者の勤務成績に応じて支給割合を決定し、支給する。

昇格・降格

昇格：勤務成績が良好であり、かつ国家公務員の給与法に準じた基準を
       満たす者で、職務能力等が適当と認められる者については、上位の
       職務の級に決定することができる。
降格：勤務成績の不良等により、現在の職務の級が不適当と認められる
       者については、下位の職務の級に決定することができる。

　人件費については、平成１６年３月末の定員を基礎として定めた人員を基に全学にお
ける年間の人件費を算出し、その算出された範囲内で運用する。
　運用に当たっては、全学における人員配置と人件費の計画・管理を一体的に行うた
め、全学的委員会の人件費委員会において、月別・職種別人件費の執行状況を把握
し、適正かつ効率的に行う。

　国家公務員の給与水準を参考にしつつ、本学の現在及び将来の財政状況を考慮した
上で決定している。

　職員の勤務成績等に応じて、現に受けている基本給についての昇給・昇格・降格及び
６月・１２月に支給する賞与における支給割合の増減を行っている。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,756 44.0 7,533 5,441 116 2,092
人 歳 千円 千円 千円 千円

937 41.7 5,852 4,296 149 1,556
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,952 47.8 9,319 6,667 118 2,652
人 歳 千円 千円 千円 千円

641 36.1 5,177 3,810 64 1,367
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 56.4 5,822 4,247 128 1,575
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 43.8 5,542 4,061 105 1,481
人 歳 千円 千円 千円 千円

181 40.7 5,746 4,210 105 1,536
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 49.3 5,801 4,219 83 1,582
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 49.8 6,287 4,577 131 1,710

人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

609 35.2 4,227 3,551 50 676
人 歳 千円 千円 千円 千円

79 58.2 3,920 3,038 152 882
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 40.2 7,255 5,324 113 1,931
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 31.1 3,420 3,420 22 ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

259 26.5 4,024 3,031 41 993
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 55.1 4,335 3,154 125 1,181
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 29.6 3,658 2,743 146 915
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 31.1 4,049 2,989 155 1,060
人 歳 千円 千円 千円 千円

188 35.8 4,349 4,349 ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 64.3 5,048 5,048 ― ―
注１　人員及び平均年齢は平成21年4月1日現在（②において同じ。）

再任用職員

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（外国人教師等）

その他医療職種
（医療技術職員）

非常勤職員

事務・技術

常勤職員

うち所定内人員 うち賞与平均年齢
平成２０年度の年間給与額（平均）

総額

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医療技術職員）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

その他医療職種
（看護師）

医療職種
（病院看護師）

専門行政職種

事務・技術

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

区分

注５　「非常勤職員」は、常勤職員と同じ勤務時間数（週４０時間）で、かつ、注）２の要件を満たす者を対象と
    している。

注２　平成20年度に給与を減額されることなく支給された職員で、平成21年4月1日に在職している者についての
    状況を記載（以下⑤まで同じ。）

その他医療職種
（看護師）

その他

技能・労務職種

その他教育職種
（研究員）

注６　「技能・労務職種」とは、工作機械工及び看護助手等の業務に従事する職員をいう。

注４　「常勤職員」については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注３　「平成20年度の年間給与額（平均）」には、１年間に支給された給与額（時間外手当を除く。）の平均を記載
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注13 常勤職員のうち「医療職種（病院医師）」、在外職員、任期付職員については該当者がいないため記載を
　　省略した。

注７　「専門行政職種」とは、高度な専門的業務を行う職種を示す。

注12　再任用職員の「医療職種（病院看護師）」、非常勤職員の「教育職種（外国人教師等）については、該当者
　　が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

注９　「その他医療職種（看護師）」とは、病院以外の施設に勤務する看護師をいう。

注11　非常勤職員の「その他」とは、外部資金により雇用された、一定の職責を有する事務職員をいう。

注10  非常勤職員の「その他教育職種（研究員）」とは、主に外部資金等により雇用している研究員をいう。

注８　「その他医療職種（医療技術職員）」とは、病院以外の施設に勤務する医療技術職員(放射線技師等)をいう。
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　　　注１　①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下⑤まで同じ。

　　　注２　「第１分位」とは、年齢別の年間給与額を小さい順に並べたときの小さい方から25%目の額、「第３分位」とは、小さい方から75%目の額をいう

　　　注３　事務・技術職員の年齢「20-23歳」の該当者は1名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与につ

　　　　　いては表示していない。

　　　注４　教育職員（大学教員）の年齢「24-27歳」の該当者は2名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与

　　　　　については表示していない。

　　　注５　医療職員（病院看護師）の年齢「20-23歳」の該当者は3名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給

　　　　　与額の第１・第３分位については表示していない。

② 年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)

0
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0
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人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人
千円
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（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

部長 9 57.3 9,399 10,364 11,542

課長 52 54.3 8,258 8,632 9,131

課長補佐 88 51.7 6,919 7,156 7,462

係長 333 46.0 5,673 6,296 6,861

主任 160 40.4 4,993 5,442 5,905

係員 295 32.0 3,729 4,083 4,392

注１　「課長」には、課長相当職である「室長」「事務長」を含む。

注２　「課長補佐」には、課長補佐相当職である「室長補佐」「事務長補佐」「専門員」を含む。

注３　「係長」には、係長相当職である「専門職員」を含む。

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 689 55.3 10,595 11,428 12,115

准教授 613 45.9 8,492 8,971 9,549

講師 92 46.0 7,599 8,200 8,779

助教 526 40.5 6,476 6,877 7,297

助手 26 47.2 6,582 7,033 7,644

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1 54.5 － －

副看護部長 5 53.7 7,586 8,094 8,535

看護師長 33 50.1 6,816 7,117 7,608

副看護師長 101 44.6 5,738 6,281 6,782

看護師 499 33.2 4,135 4,702 5,016

准看護師 2 58.0 － －

分布状況を示すグループ 平均年齢

平均

注）　看護部長及び准看護師については該当者２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
　　があることから年間給与の平均額は表示していない。

平均

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

人員

人員

平均

分布状況を示すグループ

注）　「助手」は、平成19年3月31日に在職していた助手のうち、助教等に就任しなかった者が移行した職である
　「准助教」について記載している。

平均年齢
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③

(事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 係員 主任 係長 課長補佐 課長
な職位 係員 主任 係長 課長補佐

人 人 人 人 人 人

937 67 264 397 135 44
（割合） （7.2%） （28.2%） （42.4%） （14.4%） （4.7%）

歳 歳 歳 歳 歳

31～23 59～27 59～34 59～42 59～40

千円 千円 千円 千円 千円

3,121～2,269 5,071～2,552 5,426～3,076 5,857～4,368 7,152～5,026

千円 千円 千円 千円 千円

4,112～3,102 6,909～3,490 7,450～4,229 8,051～6,096 9,216～7,105

区分 計 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

標準的 部長 部長 部長 事務局長 事務局長
な職位 課長

人 人 人 人 人 人

26 1 3 0 0
（割合） （2.8%） （0.1%） （0.3%） 　 　　%） 　 　　%）

歳 歳 歳 歳 歳

59～35 58～53 ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

7,428～5,749 8,641～8,242 ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

10,145～7,808 11,976～11,357 ～ ～

(教育職員（大学教員））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 教務職員 助教 講師 准教授 教授
な職位 准助教

人 人 人 人 人 人

1,952 6 552 92 613 689
（割合） （0.3%） （28.3%） （4.7%） （31.4%） （35.3%）

歳 歳 歳 歳 歳

57～26 62～27 62～31 62～28 62～38

千円 千円 千円 千円 千円

4,709～3,035 6,236～3,471 6,952～4,378 7,586～4,505 11,456～6,045

千円 千円 千円 千円 千円

6,515～4,042 8,489～4,652 9,657～6,188 10,500～6,192 15,897～8,546

人員

年齢（最高

～最低）

 職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職
員（病院看護師））

年齢（最高

～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高

～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注）　７級の該当者は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　年齢以下の事項については記載していない。
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(医療職員（病院看護師））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的 准看護師 看護師 副看護師長 看護師長 副看護部長 看護部長 看護部長
な職位 看護師

人 人 人 人 人 人 人 人

641 2 499 106 29 4 1
（割合） （0.3%） （77.8%） （16.5%） （4.5%） （0.6%） （0.2%） 　 　　%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59～23 59～31 57～41 56～52 ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,573～2,582 5,597～3,327 5,753～4,255 6,569～5,485 ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,616～3,544 7,658～4,549 8,107～6,043 8,917～7,586 ～

注）　１級及び６級の在職者は２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年齢以下の事項
　　については記載していない。

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高

～最低）
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④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

64.5 67.0 65.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.5 33.0 34.2

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～31.6 43.1～29.4 46.3～30.7

％ ％ ％

65.3 68.2 66.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.7 31.8 33.2

％ ％ ％

         最高～最低 39.1～29.1 37.4～27.0 37.5～28.9

（教育職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

62.9 65.7 64.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.1 34.3 35.7

％ ％ ％

         最高～最低 47.4～32.5 43.6～29.7 45.4～31.1

％ ％ ％

65.2 68.2 66.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.8 31.8 33.2

％ ％ ％

         最高～最低 43.4～30.3 39.7～28.1 41.4～29.4

（医療職員（病院看護師））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

62.1 63.0 62.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.9 37.0 37.4

％ ％ ％

         最高～最低 43.4～34.0 39.7～36.0 41.4～35.1

％ ％ ％

64.9 67.8 66.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.1 32.2 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 39.1～31.5 36.1～27.6 37.5～30.0

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２０年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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⑤

対国家公務員(行政職(一)) 90.0

対他の国立大学法人等 102.9

対他の国立大学法人等 102.8

対国家公務員(医療職(三)) 101.0

対他の国立大学法人等 104.6

注）当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 92.1

参考 学歴勘案　　　　　　 89.2

地域・学歴勘案　　　 91.9

○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　　 99.7

参考 学歴勘案　　　　　　 100.1

地域・学歴勘案　　　 99.5

教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 100.7

　注）上記比較指標は、法人化前の国と教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成20年度の

　　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

　　　　なお、昨年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との

　　　給与水準（年額）の比較指標である。

講ずる措置
 今後も、国の給与水準を参考にしつつ、本学の現在及び将来の財政
状況を考慮した上で、給与水準を決定する。

講ずる措置
　今後も、国の給与水準を参考にしつつ、本学の現在及び将来の財政
状況を考慮した上で、給与水準を決定する。

対国家公務員　　101.0

　給与水準の適切性の
　検証

対国家公務員　　 90.0

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
  支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　43.7％
　  平成20年度予算
　　   国からの財政支出額　　52,444百万円
　　   支出予算の総額　　　 120,056百万円
【検証結果】
    指標は、国の水準以下であり、適切である。

内容

　国に比べて給与水準
  が高くなっている定
  量的な理由

【国からの財政支出について】
  支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　43.7％
　  平成20年度予算
　　   国からの財政支出額　　52,444百万円
　　   支出予算の総額　　　 120,056百万円
【検証結果】
    指標は、国とほぼ同程度であり、適切である。

　指数は1.0ポイント、国を上回っているが、これは在職者の号の分布や諸
手当の支給状況等により影響を受ける範囲内の差であると推測され、給与
水準としては、ほぼ同程度である。

(事務・技術職員)

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育
職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

項目 内容

指数の状況

(教育職員(大学教員))

(医療職員(病院看護師))

項目

指数の状況
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｄ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

・

・

・

・

・

基準年度
(平成17年度)

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

35,984,036 34,771,320 34,288,261 33,469,803

▲ 3.4% ▲ 4.7% ▲ 7.0%

▲ 3.4% ▲ 5.4% ▲ 7.7%

注１「人件費削減率」算式：（各年度「給与､報酬等支給総額」 － 基準年度「給与､報酬等支給総額」）

　　　　　　　　　　　　 　÷ 基準年度「給与､報酬等支給総額」 × 100

注２「人件費削減率(補正値)」算式：（（各年度「給与､報酬等支給総額」 － 基準年度「給与､報酬等支給総額」）

　　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ 基準年度「給与､報酬等支給総額」 × 100） － （基準年度から当該年度

　　　　　　　　　　　　　　　　   までの各年度の行政職(一)の平均年間給与の増減率の和）

注３「人件費削減率(補正値)」とは、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)による人事院勧告を踏まえた

　　官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり、平成18年、平成19年、平成20年の行政職(一)職員の年間

　　平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%である。

注４　基準年度(平成17年度)の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を基礎に算出した平成17年度人

    件費予算相当額である。

　

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

人件費削減率
（補正値）（％）

3,108,238

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

最広義人件費

511,9705,416,770 5,337,364 (1.5)

人件費削減率
（％）

区　　分

「給与、報酬等支給総額」は、人件費削減の取組として常勤の職員について人員削減を行ったため、
対前年度比2.4%減となった。

「最広義人件費」は、外部資金等の活用による非常勤職員の雇用に伴う非常勤役職員等給与の増
（対前年度比11.1%増）、退職手当支給人員の減少による退職手当支給額の減（対前年度比18.9%減）
のため、全体として対前年度比0.6%の減となった。

中期目標において、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）に示された総人件費改
革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行うことを示している。

上記の取組として、平成17年度の人件費予算相当額について、平成21年度までに概ね4%の削減を図
ることを、中期計画において設定している。

注）　「非常勤役職員等給与」においては,受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用及び人材派遣契
約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「(17)役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と
一致しない。

非常勤役職員等給与
10,100,171

3,834,067
退職手当支給額

福利厚生費

▲ 818,45833,469,803 34,288,261 (▲ 2.4%)

▲ 725,829 (▲ 18.9%) (▲ 15.3%)

1,122,98511,223,156

(6.1)53,217,967 53,559,863 ▲ 341,896 3,053,050(▲ 0.6%)

(10.4)

(11.1)

79,406

▲ 560,965

4,527,171 (67.6)

(▲ 4.1%)
給与、報酬等支給総額

▲ 1,425,126

中期目標期間開始時（平成
16年度）からの増△減比較増▲減
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